
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通

省
令
第
二
号

木
材
関
連
事
業
者
の
合
法
伐
採
木
材
等
の
利
用
の

確
保
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を

定
め
る
省
令

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
材
関
連
事
業
者
の
合
法
伐
採
木

材
等
の
利
用
の
確
保
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き

事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
合
法

伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
合
法
伐
採
木
材
等
の
流

通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
九
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省

令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
確
認
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
　
木
材
関
連
事
業
者
は
、
取
り
扱
う
木
材
等
の
原

材
料
（
規
則
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て

は
そ
の
部
材
の
原
材
料
に
限
り
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ

る
物
品
に
あ
っ
て
は
そ
の
基
材
の
原
材
料
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
と
な
っ
て
い
る
樹
木
が
我
が
国
又
は
原
産

国
の
法
令
に
適
合
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
（
以

下
「
合
法
性
の
確
認
」
と
い
う
。
）
を
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
の
う
ち
、
規
則
第
一
条
第

一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
　
樹
木
の
所
有

者
又
は
我
が
国
に
木
材
等
を
輸
出
す
る
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
提
出
さ
せ
、
法
第
四
条
第
二
項
の
情
報

（
以
下
「
法
令
等
情
報
」
と
い
う
。
）
、
樹
木
の
所
有

者
又
は
我
が
国
に
木
材
等
を
輸
出
す
る
者
と
の
取
引

の
実
績
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の

書
類
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。

イ
　
樹
木
の
所
有
者
か
ら
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
販

売
の
委
託
若
し
く
は
再
委
託
を
受
け
た
丸
太
又
は

輸
入
し
た
木
材
等
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

（１）
　
種
類
及
び
原
材
料
と
な
っ
て
い
る
樹
木
の

樹
種

（２）
　
原
材
料
と
な
っ
て
い
る
樹
木
が
伐
採
さ
れ
た

国
又
は
地
域

（３）
　
重
量
、
面
積
、
体
積
又
は
数
量

（４）
　
原
材
料
と
な
っ
て
い
る
樹
木
の
所
有
者
又
は

我
が
国
に
木
材
等
を
輸
出
す
る
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

ロ
　
イ
の
丸
太
又
は
木
材
等
の
原
材
料
と
な
っ
て
い

る
樹
木
が
我
が
国
又
は
原
産
国
の
法
令
に
適
合
し

て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

二
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
の
う
ち
、
規
則
第
一
条
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
　
法
令
等
情
報
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
踏
ま
え
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
を
確

認
す
る
こ
と
。

イ
　
自
ら
所
有
す
る
樹
木
を
材
料
と
す
る
丸
太
に
つ

い
て
の
前
号
イ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
イ
の
樹
木
が
我
が
国
の
法
令
に
適
合
し
て
伐
採

さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

三
　
第
二
種
木
材
関
連
事
業
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

提
供
を
受
け
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
の

内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
追
加
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
な
措
置
に
関
す
る

事
項
）

第
三
条
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
第

一
種
木
材
関
連
事
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
木
材
等
に
つ

い
て
、
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
確
認

で
は
合
法
性
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
合
法
性
の
確
認
が
で
き
な
い
木
材
等
の
原
材
料
と

な
っ
て
い
る
樹
木
が
我
が
国
又
は
原
産
国
の
法
令
に

適
合
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
に
係
る
情
報
で
あ
っ

て
、
前
条
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

以
外
の
も
の
を
収
集
し
、
法
令
等
情
報
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
踏
ま
え
、
当
該
情
報
の
内
容
を
確
認
す
る

こ
と
。

二
　
合
法
性
の
確
認
が
で
き
な
い
木
材
等
を
取
り
扱
わ

な
い
こ
と
。

（
木
材
等
を
譲
り
渡
す
と
き
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る

事
項
）

第
四
条
　
木
材
関
連
事
業
者
は
、
木
材
等
を
譲
り
渡
す
場

合
（
消
費
者
に
譲
り
渡
す
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
類
を
、

当
該
木
材
等
を
譲
り
受
け
、
又
は
当
該
木
材
等
の
販
売

の
委
託
を
受
け
る
者
に
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、

第
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
前
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
旨
及
び
合
法
性
の
確

認
が
で
き
た
場
合
に
は
そ
の
旨

二
　
第
二
種
木
材
関
連
事
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、

第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
旨
及

び
合
法
性
の
確
認
が
で
き
た
場
合
に
は
そ
の
旨

三
　
法
第
八
条
の
木
材
関
連
事
業
者
の
登
録
そ
の
他
合

法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
資
す
る

制
度
に
基
づ
く
登
録
、
認
証
又
は
認
定
を
受
け
て
い

る
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨

（
記
録
の
保
存
に
関
す
る
事
項
）

第
五
条
　
木
材
関
連
事
業
者
は
、
第
二
条
各
号
又
は
第
三

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
記
録
に
つ
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
及
び
記
録
を
五
年
間
保

存
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
の
う
ち
、
規
則
第
一
条
第

一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
　
第
二
条
第
一

号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
号
及
び
第
三
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
記
録

二
　
第
一
種
木
材
関
連
事
業
の
う
ち
、
規
則
第
一
条
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
　
第
二
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ

る
書
類
並
び
に
同
号
及
び
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
確
認
に
関
す
る
記
録

三
　
第
二
種
木
材
関
連
事
業
　
第
二
条
第
三
号
の
規
定

に
よ
る
確
認
に
関
す
る
記
録
及
び
第
四
条
の
規
定
に

よ
り
提
供
を
受
け
た
書
類

（
体
制
の
整
備
）

第
六
条
　
木
材
関
連
事
業
者
は
、
合
法
伐
採
木
材
等
の
流

通
及
び
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
合
法
伐
採
木
材
等
の

分
別
管
理
、
合
法
伐
採
木
材
等
の
利
用
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
に
関
す
る
責
任
者
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な

体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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